
 
□今回の都市再生委員会の流れについて 
 
 
○県庁舎跡地活用については、中央エリア整備計画にも位置づけられており、
まちづくりの観点からも重要な場所にあることから、現在の県市での検討
状況などをご報告するとともに、まちづくりの観点からの参考意見をお願
いするもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 事務局：県副知事・市副市長 

（事務局の立場で出席し意見を述べる ・・・設置要領第５条） 
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